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１ 公募の趣旨

東京都（以下「都」という。）では、地域の高齢者が安心して暮らせるまちづくりを推進するた

め、地域密着型サービス等の整備促進を図っています。しかし、都市部では地価水準が高く、用

地の確保が困難であることなどにより、十分な整備が進んでいません。

このため、都では、区市町村と密接な連携のもと、都有地を社会福祉法人等の民間事業者（以

下「事業者」という。）に低廉な価格で貸し付けることにより、地域の福祉インフラ整備を促進す

ることとしました。

今回の公募は、都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（高齢）（平成１９年３

月２３日付１８福保高施第６３７号。以下「実施要綱」という。２０ページ参照。）に基づき、小

規模多機能型居宅介護事業所等を整備し、質の高い福祉サービスを継続的に提供する事業者を募

集するものです。

事業者の決定は、プロポーザル（提案）方式により、この要項に定める応募資格を満たす応募

事業者から、施設整備や運営についての具体的な提案を行っていただき、書類審査、現地視察、

ヒアリングの結果等を総合的に評価した上で行います。

なお、この公募は平成２４年３月に策定された「第５期荒川区高齢者プラン」に基づき行うも

のです。

２ 公募施設、規模等

本事業は、都が土地を賃貸し、土地を借り受ける事業者（以下「借受者」という。）が自ら地域

密着型サービス施設等を建築し、運営していただくものです。

施設の竣工は平成２９年３月まで、施設の開設は平成２９年６月までに行っていただくことを

予定しています。

（１）整備施設及び規模

ア 小規模多機能型居宅介護事業所（登録定員：２５人 通い定員：登録定員の２分の１か

ら１５人まで 宿泊定員：通い定員の３分の１から９人まで）

イ 認知症高齢者グループホーム（１ユニット以上、定員６人以上）

（２）その他

小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症高齢者グループホームの整備に関しては、応募事

業者はそれぞれ関係する法令の規定に基づく施設基準を満たすとともに、５ページ「７ 施設

整備に関する基本的事項」及び７ページ「８ 施設運営に関する基本的条件」による条件を満

たすことが必要です。

３ 応募資格

本事業に応募する事業者は、以下の資格要件を全て満たす法人であることが必要です。

なお、複数法人による共同応募は認めません。

（１）事業実績

平成２６年１０月１日現在、下記アからクまでのいずれかの高齢者事業の運営実績が１年以

上あること。

ただし、社会福祉法人、医療法人以外の法人については、平成２６年１０月１日現在、地域

密着型サービスの運営実績を１年以上有していることが、併せて必要です。

ア 小規模多機能型居宅介護事業所
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イ 認知症高齢者グループホーム

ウ 複合型サービス

エ 特別養護老人ホーム（地域密着型を含む。）

オ 介護老人保健施設

カ 介護療養型医療施設

キ 特定施設入居者生活介護（地域密着型を含む。）

ク 短期入所生活（療養）介護

（２）財務状況

ア 応募時において、事業開始当初の運営資金が確保されていること。

年間事業費（予算額）の１２分の３以上＋法人事務費（１００万円以上）を自己資金で確

保していること（金融機関からの借入金は認めない。）。

また、応募事業者が行っている既存事業についても、その運営資金が確保されている必要

があります。

イ 応募時において、債務超過でないこと。

債務超過を解消するため出資等を行い、補助申請時点では債務超過が改善している場合で

あっても原則認められません。

ウ 過去３年間（平成２３年度から２５年度まで）の決算状況が、営業活動（通常の事業運営）

に基づく赤字でないこと。一時的な損失により赤字が生じた場合は相談に応じます。

（３）その他

ア 事業者説明会に参加していること。

説明会開催日時：平成２６年１１月１３日（木曜日） 午後２時から午後３時まで

場所：荒川区役所 北庁舎１階 １０１会議室（荒川区荒川二丁目１１番１号）

※ 参加を希望される事業者は、１４ページ「事業者説明会参加申込書」に必要事項を

記入の上、荒川区福祉部介護保険課事業者支援係宛、同年１１月１２日（水曜日）正

午までに、ファクシミリでお申し込みください。ファクシミリ送信後、必ず受信確認

の電話をしてください。

※ この説明会で、公募要項・様式以外で応募申込に必要な書類を配付します。

イ 既設施設において、平成２３年度以降、都道府県又は区市町村が実施した指導検査等にお

いて指摘事項がない、又は改善済みであること。

ウ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと。

エ 荒川区の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止等の措置を受けていないこ

と。

オ 荒川区契約における暴力団等排除措置要綱（２３荒管経第１２２０号）第２条に規定する

入札参加除外措置を受けていないこと。

４ 貸付予定地

（１）所在地

（地 番） 東京都荒川区南千住三丁目１２１－２

（（旧）都有地活用型企業支援用地）

（２）敷地面積

都有地 約２７９㎡（現況：更地）

※ 面積については契約締結時に確定します。

現地案内図（１８ページ）／地積測量図（１９ページ）を参照
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（３）地中埋設物等

地中埋設物について調査を行った結果、レンガ混じりのガラや金属製のガラなどが確認され

ております。調査結果の概要については、平成２６年１１月１３日（木曜日）に行う事業者説

明会で情報提供します。地中埋設物の撤去等を行う場合には、借受者の負担により行っていた

だきます。

なお、土地の貸付料の算定に際しては、価格形成要因として考慮しています。また、予定外

の地中埋設物又は土壌汚染等が判明した場合には、その取扱いについて協議を行うこととしま

す。

（４）建築上の法規制等（主な用途地域等）

ア 当該地域地区等

用途地域 準工業地域

防火・準防火 準防火地域

建ぺい率 ７０％（６０％＋角地緩和１０％）

容積率 ３００％

高度地区 第三種高度地区

日影規制 ５H-３H 測定水平面 ６．５ｍ

特別用途地区 第二種中高層階住居専用地区

イ 計画道路 補助３２１号線

ウ 地区計画等 地区計画等はありません。

エ 埋蔵文化財

平成１５年度までは埋蔵文化財包蔵地でしたが、現在は対象外の地域であり、埋蔵文化財

保護法のみが適用されます。

オ その他関係法令

建築基準法・消防法その他関係法令等を十分確認し、担当部署と協議してください。

（５）接道状況

北側区道（幅員：１２．０４m）

東側区道（幅員：５．９６ｍ）

西側区道（幅員：２５．００m）（整備予定）

（６）アクセス

ア ＪＲ常磐線「南千住駅」徒歩約１２分

イ コミュニティバス汐入さくら「南千住清掃車車庫」徒歩約３分

ウ 都営バス「南千住清掃車車庫前」徒歩約３分

（７）所在地域の特性

貸付予定地は、台東区及び隅田川を挟んで墨田区との区境に位置しております。周辺には、

低層の戸建て住宅やマンションがあります。住宅以外では、貨物支線や小学校、高等専門学校

があります。

（８）現地の見学

フェンスで囲まれているため、敷地内へ入ることはできませんが、現況は確認できます。敷

地外から御覧になる場合は、近隣の住民に迷惑とならないよう、配慮してください。車や多人

数での見学は御遠慮ください。

（９）その他本施設建築上の留意事項

施設の建築に当たっては、周辺地域と調和したこの地区にふさわしいものとしてください。
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５ 貸付条件等

借受者は、以下の条件により都と借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に規定する定

期借地権の設定を目的とする土地賃貸借契約を締結するものとします。

（１）貸付期間

５０年

（２）貸付開始時期

借受者の決定後、契約を締結し、貸付けを開始します。ただし、当該施設の建設に当たって

施設整備費の補助を利用する場合には、契約締結の前に補助決定の内示を得ていることが必要

です。

（３）貸付料

土地賃貸借契約の締結時点において、土地の評価をした上で、正式な貸付料を決めることに

なります。

（４）保証金

貸付料の３０か月分（利息を付さないものとします。）

なお、５（11）貸付料の見直しにより、貸付料が増額改定された場合には、改定後の貸付

料を基に新たな保証金を算出し、既納の保証金との差額を追加で納付していただきます。

（５）支払方法

ア 保証金

都が別途指定する日までに支払うこととします。

イ 貸付料

都が発行する納入通知書により、四半期ごとに支払うものとします。貸付料の起算日は、

契約により定めます。起算日が月の途中になった場合には、その月の貸付料は、日割り計算

によって算出します。

なお、貸付料の支払が遅れた場合には、東京都公有財産規則（昭和 39 年東京都規則第

93号）第３８条の２の規定により計算された額の延滞金を徴収します。

（６）借地権の登記

借地権の設定登記はできません。

（７）用途の指定

借受者は、当該都有地を１ページ「２ 公募施設、規模等（１）整備施設及び規模」に定め

る高齢者福祉施設用地として使用しなければなりません。

なお、都の承諾なく目的外に利用した場合、第三者に転貸した場合は、借受地を原状回復の

上、返還していただきます。

（８）施設整備

当該都有地で事業を行うために必要な施設、設備等は、借受者の負担で設置してください。

なお、施設整備費の補助を利用する場合には、別途補助協議が必要になります。

（９）維持管理

施設、設備等の維持管理に係る費用は借受者が負担することになります。

（10）土地の返還

貸付期間満了のとき又は都により土地賃貸借契約が解除されたときは、当該都有地を借受者

の負担により施設、設備等の撤去等を直ちに行い、原状に回復させ、返還することになります。

（11）貸付料の見直し

ア 貸付料は、土地の引渡しの日から、原則として３年ごとに都と借受者の協議の上で、改定

できることとします。
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なお、改定賃料は、賃料改定年の前年の年平均の総務省統計局発表の消費者物価指数と、

従前の賃料決定時の前年の年平均の総務省統計局発表の消費者物価指数とにより算出するも

のとします。

イ アにかかわらず、貸付料が土地価格の変動等により近隣の土地の貸付料と比較して著しく

不相応となった場合又は貸付対象施設に関する補助制度の変更等の状況の変化があった場合

には、都は貸付料を改定することがあります。

（12）その他

契約の解除その他の事項については、都が定める契約書によります。

６ 整備費補助について（予定）

本公募事業が適用される平成２７年度以降の補助制度は決まっておりません。

参考として、平成２６年度の補助単価、スケジュールを基にお示しします。事業計画作成に当

たっては、下記単価を参考にしてください。

なお、実際の交付単価を保証するものではありませんので、御留意ください。

（１）小規模多機能型居宅介護事業所整備費補助（地域密着型サービス重点整備事業）

補助協議は、荒川区と行っていただきます。

① 補助単価

宿泊定員９人の場合 （都）２３，９６２千円

（区） ７，９８８千円

② 補助協議スケジュール（予定）

平成２７年８月上旬・・・・・・・区補助協議締切り

９月上旬・・・・・・・都補助協議締切り

９月から１１月まで・・審査

１１月中旬・・・・・・補助内示

（２）認知症対応型共同生活介護整備費補助（認知症高齢者グループホーム緊急整備費）

補助協議は、荒川区と行っていただきます。

① 補助単価

１ユニット当たり （都）２０，０００千円

小規模多機能型居宅介護併設加算 （都）１０，０００千円

※ 仮に２ユニット整備で小規模多機能型居宅介護を併設する場合、補助金の上限は、

５０，０００千円となります。

20,000千円×2ユニット＋10,000千円＝50,000千円

② 補助協議スケジュール（予定）

平成２７年８月上旬・・・・・・・区補助協議締切り

９月上旬・・・・・・・都補助協議締切り

９月から１１月まで・・審査

１１月中旬・・・・・・補助内示

７ 施設整備に関する基本的事項

施設の整備については、以下の関係法令等を遵守していただきます。

施設整備に関する補助制度の利用を予定する場合には、関係法令等の基準を満たすだけでなく、

それぞれの補助基準に合致した計画であることが必要です（５ページ「６ 整備費補助について
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（予定）」参照）。

（１）施設建設

ア 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）

イ 高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（平成１５年東京都条例第１

５５号）

ウ 東京都建築安全条例（昭和２５年東京都条例第８９号）

エ 東京都福祉のまちづくり条例（平成７年東京都条例第３３号）

オ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）

カ 建築物バリアフリー条例（平成１５年１２月２４日東京都条例第１５５号）

キ 荒川区景観条例（平成２３年荒川区条例第３０号）

ク 荒川区みどりの保護育成条例（昭和５５年荒川区条例第７号）

ケ 自転車等駐車場の整備に関する条例（平成９年荒川区条例第４０号）

コ その他関係法令及び条例等

（２） 施設の設備等

ア 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）

イ 介護保険法（平成９年法律第１２３号）

ウ 荒川区介護保険条例（平成１２年荒川区条例第７号）

エ 荒川区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２５年荒川区条例第６号）

オ 荒川区指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条

例（平成２５年荒川区条例第７号）

カ 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年

東京都条例第１１１号）

キ 東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例（平成２４年東京都条例

第１１２号）

ク 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１２年厚生省告示第１９号）

ケ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示

第１２７号）

コ その他関係法令及び条例等

建築業者については、都が定める「老人福祉施設及び介護保険施設の整備費補助等に係る契

約手続基準」に準じて、都及び荒川区と協議の上、入札を行ってください。

（３）防災関係設備

消防法令上の設置義務がない施設であっても、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災

報知設備及びスプリンクラー設備の消防用設備を設置してください。また、避難対策のため、

各居室に面したバルコニーを設置し、原則避難階段に接続させてください。

（４）地域住民への対応

施設建設に当たっては、地域住民に対し十分な説明を行うとともに、誠実に対応してくださ

い。ただし、本公募による借受者として選定されるまでは、荒川区が主催する場所以外で、個

別に地域住民に対する説明や調整等は行わないでください。

（５）建築確認申請

荒川区防災都市づくり部建築指導課又は民間審査機関へ申請してください。

（６）着工時期
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本施設整備は平成２７年度の補助対象事業のため、同年度中に着工し、同年度に１%以上の

出来高を上げることが必要です。

（７）その他

借受者は、施設整備のため必要に応じて土地の測量、地質調査等を自己の責任及び費用にお

いて行ってください。

８ 施設運営に関する基本的条件

以下の項目を施設運営の条件とします。

（１）基本協定の締結

借受者決定後、提案された事業を確実に実施していただくために、荒川区と借受者との間で

基本協定を締結していただきます。

（２）事業実施期間

貸付期間満了まで継続して事業を実施していただきます。

（３）事業所の指定

小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症高齢者グループホームについては、介護保険法に

基づく、小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症高齢者グループホームを実施する介護サー

ビス事業者としての指定基準を満たし、荒川区から事業所指定を受けてください。

（４）施設の利用

小規模多機能型居宅介護及び認知症高齢者グループホームについては、原則として荒川区民

のみが利用可能となります。

（５）福祉サービス第三者評価

福祉サービス第三者評価を定期的に受審してください。

（６）利用者負担

小規模多機能型居宅介護における宿泊費、認知症高齢者グループホームにおける家賃につい

ては、土地賃借料の減額並びに都及び荒川区の施設整備費補助等を反映し、利用者の負担額を

軽減してください。

なお、施設開設時の家賃等は、借受申請書類提出時における家賃等からの増額は原則認めら

れません。

（７）地域住民への対応

施設の運営に当たっては、近隣住民に対して十分な説明を行い、要望に対して、誠実に対応

してください。また、日常的に地域との交流を図り、近隣住民との友好関係を構築し、地域に

開かれた運営を行うとともに、地域福祉向上に貢献できるような運営を行ってください。

（８）施設の名称

施設の名称については、荒川区と協議していただくこととします。

９ 質疑及び回答

（１）質疑者の資格

事業者説明会に参加した事業者とします。

（２）質疑の方法

必要事項及び質疑の内容を別添「質問票」（１５ページ参照）に記載の上、ファクシミリ又は

メールにより（３）の送付先に送付してください。これ以外の方法（電話、訪問等）による質

問は御遠慮ください。
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なお、質問票は、質問事項１件ごとに作成してください（１通の質問票に複数の質問事項を

記載しないようにしてください。）。

（３）受付期間及び送付先

１ 受付期間

平成２６年１１月１４日（金曜日）から同年１１月２０日（木曜日）まで

※１１月２０日午後５時までに受信したものを有効とします。

２ 送付先

ファクシミリ：０３—３８０３－１５０４

荒川区福祉部介護保険課事業者支援係

メール：kaigohoken@city.arakawa.tokyo.jp（組織アドレス）

荒川区福祉部介護保険課事業者支援係

※ファクシミリ送信後、必ず受信確認の電話をしてください。

（４）回答の方法

平成２６年１２月下旬を目途に、全ての質疑回答書を東京都公式ホームページに掲載します。

質疑回答書は、この要項と一体のものとして、この要項と同等の効力を有するものとします。

10 応募申込書類の提出

本公募への申込みを希望する事業者は、次により応募申込書類を提出してください。荒川区に

次に掲げる（１）の書類を提出した事業者を応募申込者とします。

（１）提出書類

ア 応募申込書 様式１

イ 事業計画者連絡先 様式２

ウ 定款

エ 法人登記事項証明書（全部事項証明、応募申込前３か月以内に発行されたもの）

オ 法人の沿革・概要 様式３

カ 理事会役員一覧表 様式４

キ 評議員一覧表 様式５

ク 法人の概要（パンフレット可）

ケ 法人運営に関する基本的な考え方・理念 様式６

コ 現在、実施している全ての施設に関する資料

（事業所一覧、特色及び事業概要等、パンフレット可）

サ 過去３年間の監督官庁の実地検査等結果（指摘事項及び改善報告等）

シ 決算書（平成２３年度から２５年度）

貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書、財産目録

（決算書類名は社会福祉法人の例。他法人の場合は上記に類する書類。）

ス 法人代表者の印鑑証明書（応募申込前３か月以内に発行されたもの）

セ 預金残高証明書（平成２４年から２６年までの各年３月３１日付けのもの）

ソ 納税証明書

対象：法人税、消費税、法人地方税・事業税

期間：直近過去３か年分（平成２３年度から平成２５年度まで）

（２）提出部数・綴り方

ア 正本２部

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙にタイトル・法人名を記入し、
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各書類番号（１６ページを参照）を記載したインデックスを付して提出してください。

イ 副本１０部

ファイルの表紙を含めて全ての書類に法人が特定できる名称、ロゴマーク等は一切使用

しないでください。ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、各書類番号（１６ページを

参照）を記載したインデックスを付して提出してください。

また、決算書類等の名称が記載されている書類については、黒マジック等で名称部分を

塗抹してください。

（３）提出日時及び場所

ア 提出日時

平成２６年１２月１日（月曜日）から同年１２月８日（月曜日）まで

午前９時から午後５時まで

※ 提出に際しては、電話予約の上、御来庁ください。

イ 提出場所

東京都荒川区荒川二丁目２番３号

荒川区福祉部介護保険課事業者支援係

区役所２階２番窓口

電話：０３－３８０２－３１１１（内線）２４３６

11 借受申請書類の提出

応募申込者は、次により借受申請書類を提出してください。荒川区にこれらの書類を提出した

事業者を応募者とします。所定の期間内に申請書類が提出されなかった場合には、応募を辞退し

たものとみなします。

１１ページ「１３ 事業運営に関する提案内容」、「１４ 建築についての提案内容」に沿って

提案してください。

なお、提出締切日を過ぎてからの計画内容の変更は受け付けません。

（１）提出書類

【事業計画】

ア 都有地等借受申請書 第１号様式

イ 事業計画概要 様式７

ウ 事業参入理由書 様式８

エ 開設までのスケジュール 様式９

オ 事業費・資金調達内訳等一覧表 様式１０

カ 初期総投資額の積算根拠 様式１１

キ 資金収支見込計算書 様式１２

ク 資金収支見込計算書の算定根拠 様式１３

ケ 事業運営に関する提案内容 様式１４

【図面等】

コ 建設設計図面上での考え方について 様式１５

サ 建物図面（配置図・平面図・立面図）

シ 室別面積表 様式１６

【詳細計画】

ス 費目別内訳書 様式１７

セ 工事見積書
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ソ 職員配置計画書 様式１８

タ 人件費積算根拠 様式１９

チ 借入金償還計画等一覧表 様式２０

ツ 建築・消防所管部署との相談経緯報告書 様式２１

【理事会議事録】

テ 当該公募事業に係る理事会又は準備会の議事録（写）

（２）提出部数・綴り方

ア 正本２部

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙にタイトル・法人名を記入し、

各書類番号（１７ページを参照）を記載したインデックスを付して提出してください。

イ 副本１０部

ファイルの表紙を含めて全ての書類に法人が特定できる名称、ロゴマーク等は一切使用

しないでください。ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、各書類番号（１７ページを

参照）を記載したインデックスを付して提出してください。

（３）提出日時及び場所

ア 提出日時

平成２７年１月９日（金曜日）から同年１月１６日（金曜日）まで

午前９時から午後５時まで

※ 提出に際しては、電話予約の上、御来庁ください。

イ 提出場所

東京都荒川区荒川二丁目２番３号

荒川区福祉部介護保険課事業者支援係

区役所２階２番窓口

電話：０３－３８０２－３１１１（内線）２４３６

12 書類作成上の留意点（上記10及び11について）

（１）追加書類の提出・ヒアリングの実施

都及び荒川区が必要と認める場合は、追加書類の提出を求め、又はヒアリングを実施する

ことがあります（荒川区での審査については、第二次審査として現地視察・ヒアリングを予

定しています。）。

（２）提出書類（借受申請書類）の取扱い

借受申請書類の著作権は、応募者に帰属します。ただし、都及び荒川区は、借受者の公表

等必要な場合には、借受申請書類の内容を応募者の許可なく無償で使用できるものとします。

なお、提出書類は、理由の如何を問わず返却しません。

また、提出書類は、「荒川区情報公開条例」による情報公開の対象となります。

（３）費用の負担

現地視察時における検食代等も含め、本公募に関し必要な費用は、応募者の負担とします。

（４）使用言語及び単位

提出書類における言語は日本語、単位はメートル法を使用することとします。

（５）資料の取扱い

都及び荒川区が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的での使用を禁じます。

また、この検討の目的の範囲内であっても、都及び荒川区の了承を得ることなく、第三者に

対して、これを使用させ、又は内容を提示することを禁じます。
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13 事業運営に関する提案内容

応募を希望する事業者は、７ページ「８ 施設運営に関する基本的条件」を参照の上、様式の

１４－１【小規模多機能型居宅介護事業所運営に関する提案内容】、１４－２【認知症高齢者グ

ループホーム運営に関する提案内容】の留意事項を踏まえ、提案してください。

14 建築についての提案内容

（１）建築に関する提案

ア 設計に関する提案

建物の外観等は、周辺地域と調和したこの地区にふさわしいものとして、提案してくださ

い。

イ 設計に当たっての留意事項

① ３ページ「４ 貸付予定地（４）建築上の法規制等（主な用途地域等）ア 当該地域地

区等」に記載されている事項に注意し、近隣に与える影響も十分配慮してください。

② 緑化についても、十分配慮してください。

（２）注意事項

ア 認知症高齢者グループホームのユニットは、それぞれが独立した区画化となるようにして

ください。

イ 設計に当たっては、法令・条例等に留意し、その定めに従ってください。特に各種斜線制

限には十分注意してください。また、国、都及び荒川区等から指導があった場合も同様とし

ます。

ウ 防火設備の設置に関する消防庁の指導を遵守してください。

15 借受者の選定方法

（１）借受者の決定方法

荒川区では、選定審査会の審査に基づき、荒川区として応募者に関する意見書を都へ提出し

ます。都では、荒川区からの応募者に関する意見書を踏まえ、都有地等利用事業者選定審査会

の審査を経て、借受者を福祉保健局長が決定します。

なお、審査の結果、借受者なしとする場合があります。また、借受者が事業の実施が困難と

なった場合には、再度審査会を開催し、改めて借受者の選定を行う場合があります。

（２）審査基準

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業に関する利用事業者審査基準（２６ページ）

のとおりです。具体的には下記の事項を重視して審査を行います。

ア 運営の確実性（財務状況、管理・運営体制、採算性等）

イ 運営方針・理念（経営理念、運営方針、人材養成の方針等）

ウ サービス内容（サービス体制、権利擁護の取組等）

エ 地域・関係機関との連携

オ 施設内容（使いやすさ、居住性、プライバシー、安全性、地域・景観への配慮等）

（３）審査結果の通知

審査の結果は文書で通知します。

（４）借受者の公表
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応募の状況、借受者として決定した事業者名及びその提案内容の概要については、東京都公

式ホームページ及び荒川区公式ホームページで公表します。

（東京都公式ホームページ http://www.metro.tokyo.jp）

（荒川区公式ホームページ http://www.city.arakawa.tokyo.jp/）

原則として、借受者以外の応募者名、応募内容等は公表しません。
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【公募・審査の流れ（予定）】

平成２６年１０月３０日（木曜日）

１１月１３日（木曜日）

１１月１４日（金曜日）から

１１月２０日（木曜日）まで

１２月１日（月曜日）から

１２月８日（月曜日）まで

１２月下旬

平成２７年 １月 ９日（金曜日）から

１月 １６日（金曜日）まで

１月から

６月まで

７月

１２月以降

（施設整備費補助内示後）

公募要項発表

借受者の決定・公表

賃貸借契約の締結

代金の支払・土地の貸付け

審査

借受申請書類提出期間

応募申込書類提出期間

事業者説明会

質疑受付期間

質疑回答
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荒川区福祉部介護保険課事業者支援係 宛

ＦＡＸ：０３—３８０３－１５０４

電 話：０３－３８０２－３１１１（内線）２４３６

※ファクシミリ送信後、必ず受信確認の電話をしてください。

事業者説明会参加申込書

荒川区南千住三丁目都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業

日時：平成2６年１１月１３日（木）午後２時から午後３時まで

会場：荒川区役所 北庁舎１階 １０１会議室

法 人 名

所 在 地

担当者名 職 名

電話番号 ＦＡＸ番号

メールアドレス

出席予定者（１法人2名まで）

氏 名 職 名

氏 名 職 名

＊ＦＡＸにより、平成２６年１１月１２日（水）正午までに提出してください。

なお、この事業者説明会への参加は、応募申込への前提条件となります。

＊説明会には公募要項・様式をお持ちください。
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荒川区福祉部介護保険課事業者支援係 宛

ＦＡＸ：０３—３８０３－１５０４

電 話：０３－３８０２－３１１１（内線）２４３６

※ファクシミリ送信後、必ず受信確認の電話をしてください。

質 問 票

荒川区南千住三丁目都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業

法 人 名

所 在 地

担 当 者

連 絡 先 ＦＡＸ ＴＥＬ

※ 質問事項１件ごとに記入してください。

質 問 事 項

（公募要項 ページ 行目）

内 容
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提出資料一覧（応募申込書類）

番号 提 出 書 類 様式 確認

応

募

申

込

書

提

出

時

必

要

書

類

１ 応募申込書 様式１

２ 事業計画者連絡先 様式２

３ 定款

４ 法人登記事項証明書（応募申込前３か月以内に発行されたもの）

５ 法人の沿革・概要 様式３

６ 理事会役員一覧表 様式４

７ 評議員一覧表 様式５

８ 法人の概要（パンフレット可）

９ 法人運営に関する基本的な考え方・理念 様式６

10
現在、実施している全ての施設に関する資料（事業所一覧、特色

及び事業概要等、パンフレット可）

11
過去３年間の監督官庁の実地検査等結果（指摘事項及び改善報告

等）

12
決算書（平成２３年度から２５年度まで）

貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書、財産目録
（決算書類名は社会福祉法人の例。他法人の場合は、上記に類する書類）

13
法人代表者の印鑑証明書（応募申込前３か月以内に発行されたも

の）

14
預金残高証明書（平成２４年から２６年までの各年３月３１日付

けのもの）

15

納税証明書

・対象：法人税、消費税、法人地方税・事業税

・証明を受けようとする期間：直近過去３か年分
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提出資料一覧（借受申請書類）

番号 提 出 書 類 様式 確認

借

受

申

請

書

提

出

時

必

要

書

類

１ 都有地等借受申請書（第１号様式）

２ 事業計画概要 様式７

３ 事業参入理由書 様式８

４ 開設までのスケジュール 様式９

５ 事業費・資金調達内訳等一覧表 様式10

６ 初期総投資額の積算根拠 様式11

７ 資金収支見込計算書 様式12

８ 資金収支見込計算書の算定根拠 様式13

９ 事業運営に関する提案内容 様式14

10 建設設計図面上での考え方について 様式15

11 建物図面（配置図・平面図・立面図）

12 室別面積表 様式16

13 費目別内訳書 様式17

14 工事見積書

15 職員配置計画書 様式18

16 人件費積算根拠 様式19

17 借入金償還計画等一覧表 様式20

18 建築・消防所管部署との相談経緯報告書 様式21

19 当該公募事業に係る理事会又は準備会の議事録（写）
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【現地案内図】

所在地：荒川区南千住三丁目１２１－２（地番）

交 通：ＪＲ常磐線「南千住駅」徒歩約１２分

コミュニティバス汐入さくら「南千住清掃車車庫」徒歩約３分

都営バス「南千住清掃車車庫前」徒歩約３分

整備予定地

南千住地域

安全センター前

橋場橋通り入口
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【地積測量図】
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都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（高齢）

１８福保高施第６３７号

平成１９年３月２３日

改正１９福保高施第９９８号

平成２０年３月２６日

改正２０福保高施第１０４５号

平成２１年３月２４日

改正２２福保高施第２２６１号

平成２３年６月２日

（趣旨）

第１条 この要綱は、都有地等を活用した民間事業者支援制度に関する要綱（平成１４年１０月２

８日付１４財財総第２１０号知事決定）及び「都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業」

に係る財産処理等の方針について（平成２３年３月２８日付２２福保総企第８６８号知事決定）

に基づき、東京都（以下「都」という。）が所有する土地（建物がある場合には、これを含む。以

下「都有地等」という。）のうち未利用の都有地等の貸付けに係る基本的事項を定め、もって地域

に密着した生活の場（以下「地域の福祉インフラ」という。）の整備を促進し、福祉改革の推進を

図ることを目的とする。

（対象となる地域の福祉インフラ）

第２条 この要綱の対象となる地域の福祉インフラは、次に掲げるものとする。

（１） 認知症高齢者グループホーム

老人福祉法（昭和３８ 年法律第１３３ 号）に規定する認知症対応型老人共同生活援助事

業の用に供する施設

（２） 特別養護老人ホーム

老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム

（３） 介護老人保健施設

介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護老人保健施設

（４） 軽費老人ホーム

老人福祉法に規定する軽費老人ホーム

（５） 小規模多機能型居宅介護事業所

老人福祉法に規定する小規模多機能居宅介護事業の用に供する施設

２ 前項に定める対象施設に加え、介護保険法又は老人福祉法により併設が認められている施設又

は事業所（以下「併設施設等」という。）を併設する場合であって、以下の条件をすべて満たす場

合については、これを貸付対象施設とみなすことができるものとする。

（１） 当該都有地等を借り受ける者（以下「借受者」という。）が併設施設等の整備及び運営を行

うこと。

（２） 併設施設等を整備することについて当該都有地等の所在する区市町村の長（以下「関係区

市町村長」という。）からの要請があること。

（３）併設施設等が貸付対象施設の延床面積を超えない規模のものであること。

（対象となる都有地等）

第３条 この要綱の対象となる都有地等は、都において利用予定のないものの中から、財務局長が

決定する。

（貸付けの対象となる民間事業者）
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第４条 都有地等の貸付対象者は、福祉保健局長が別に定める民間事業者のうち、対象となる都有

地等において地域の福祉インフラを整備運営するものとする。

（貸付条件）

第５条 都有地等を前条の定める民間事業者に貸し付ける条件（以下「貸付条件」という。は、次

のとおりとする。

（１） 第２条に定める地域の福祉インフラを含めた施設を整備運営するために使用すること。

（２） （１）の事業を行うために必要な施設、設備等は、借受者の負担で設置すること。

（３） 施設、設備等の維持管理に係る費用を借受者が負担すること。

（４） （１）の事業が、貸し付ける都有地等及びその周辺地域の安全、環境等に影響を及ぼさな

いよう配慮すること。

（５） 第三者に転貸しないこと。

（６） 第１１条に定める貸付期間の満了のとき、借受者側の理由により貸付契約を打切るとき又

は第１４条第２項後段に定める貸付契約の解除のときは、借り受けた都有地等を直ちに借受

者の負担により施設、設備等の撤去等を行い、原状に回復させ、返還すること。

（７） 前各号に定めるもののほか、福祉保健局長が必要と認める条件。

（公募）

第６条 福祉保健局長は、関係区市町村長と協議の上、都有地等の借受者を公募する。

２ 福祉保健局長は、前項に定める公募に関する事務を関係区市町村長に委任することが

できる。

３ 公募に応じる者（以下「応募者」という。）は、都有地等借受申請書（別記第１号様式）２部を

福祉保健局長に提出しなければならない。

４ 貸付対象となる都有地等の所在、面積その他公募に必要な事項は、別途福祉保健局長が定める。

（関係区市町村長への意見聴取）

第７条 福祉保健局長は、公募の期間満了後、前条第３項の規定に基づき提出された都有地等借受

申請書のうち１部を、関係区市町村長に速やかに送付し、応募者についての意見聴取を依頼する。

依頼を受けた区市町村長は、書面によりその意見を福祉保健局長に通知する。

（審査会）

第８条 福祉保健局長は、前条の借受対象候補者について、借受者としての適格性等を審査するた

め、都有地等利用事業者選定審査会（以下「審査会」という。）を設置する。

２ 審査会は、福祉保健局長が別に定める審査基準に基づき、適正に審査しなければならない。

３ 審査会の委員は、別表のとおりとする。

（借受者の決定等）

第９条 福祉保健局長は、審査会の審査を経て貸付けの適否を決定し、貸し付けることを決定した

ときは都有地等貸付決定通知書（別記第２号様式）により、貸し付けないことを決定したときは

都有地等不貸付決定通知書（別記第３号様式）により、その旨を応募者に通知する。

２ 福祉保健局長は、財務局長及び関係区市町村長に対し、借受者を通知する。

（貸付契約）

第１０条 東京都知事は、前条第１項の規定により貸付けを決定した者と貸付契約を締結する。

２ 貸付契約の形態は、土地の貸付けについては、借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条

に基づく定期借地権設定契約とし、建物の貸付けについては、同法第３８条に基づく定期建物賃

貸借契約とする。

（貸付期間）

第１１条 貸付期間は、土地の貸付けについては５０年、建物の貸付けについては、都における将
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来の利用計画など当該都有地等の個別の事情等を勘案し、別に定める公募要項において定めるも

のとする。

（貸付料及び保証金等の減額）

第１２条 貸付料及び保証金又は敷金は、都において別途決定する。

２ 前項の貸付料の決定に当たって、第２条第１項に定める貸付対象施設及び同条第２項に定める

併設施設等を整備する場合は、通常に算定された額から５０％の減額を行う。

３ 土地を貸し付ける場合の保証金は、貸付料月額の３０月分とし、建物を貸し付ける場合の敷金

は近傍類似の賃貸事例を考慮して設定するものとする。

（貸付料の改定）

第１３条 都は、前条第１項の貸付料が土地価格の変動により、若しくは近隣の土地若しくは建物

の貸付料と比較して不相当となった場合、又は貸付対象施設に関する補助制度の変更等の状況の

変化があった場合には、貸付料を改定することができる。

（使用状況の確認）

第１４条 福祉保健局長は、土地の使用方法が貸付条件に適合しているか等を確認するため、必要

に応じ、調査を行うものとする。

２ 福祉保健局長は、前項の調査において、その使用方法が不適切と認めたときは、借受者に対し

改善を勧告するものとする。勧告により、改善がみられない場合は、貸付契約を解除するものと

する。

３ 福祉保健局長は、報告期限を定めて、借受者に借受都有地等使用状況報告書（別記第４号様式）

を提出させるものとする。

４ 福祉保健局長は、財務局長から求めがあった場合は、第１項に定める調査を行い、財務局長に

報告するものとする。

（貸付けの開始時期）

第１５条 この要綱による貸付契約に基づく貸付けは、平成２８年３月３１日までに開始するもの

とする。

（その他）

第１６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関して必要な事項は、福祉保健局長が

別に定める。

附則

この要綱は、平成１９年３月２３日から施行する。

附則

この要綱は、平成２０年３月２６日から施行する。

附則

この要綱は、平成２１年３月２４日から施行する。

附則

この要綱は、平成２３年６月２日から施行する。
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別表（第８条関係）

都有地等利用事業者選定審査会委員構成

１ 福祉保健局高齢社会対策部長

２ 福祉保健局総務部企画計理課長

３ 福祉保健局総務部企画担当課長

４ 福祉保健局総務部契約管財課長

５ 福祉保健局高齢社会対策部計画課長

６ 福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長

７ 福祉保健局高齢社会対策部施設支援課長

８ その他、福祉保健局長が必要と認めた者
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都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業の貸付対象事業者について

１９福保高施第９９８号

平成２０年３月２６日

改正２２福保高施第２２６１号

平成２３年６月２日

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（高齢）（平成１９年３月２３日付１８福

保高施第６３７号）第４条に規定する貸付対象者は、以下に定める民間事業者とする。

１ 認知症高齢者グループホーム

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人

（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人

（４） 一般社団法人及び一般財団法人

（５） 農業協同組合法に基づく農業協同組合及び消費生活協同組合法に基づく消費生活協同組合

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社

（７） 中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合

２ 特別養護老人ホーム

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人

３ 介護老人保健施設

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人

（３） 平成１１年３月３１日付厚生省告示第９６号に規定する介護老人保健施設を開設できる者

４ 軽費老人ホーム

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人

（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人

（４） 一般社団法人及び一般財団法人

（５） 農業協同組合法に基づく農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法

に基づく消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社

（７） 中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合

（８） その他法令に基づき法人格を与えられた者であって、東京都知事が適当であると認めたも

の

５ 小規模多機能型居宅介護事業所

（１） 社会福祉法第２２条に規定する社会福祉法人

（２） 医療法第３９条に規定する医療法人
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（３） 特定非営利活動促進法第２条に規定する特定非営利活動法人

（４） 一般社団法人及び一般財団法人

（５） 農業協同組合法に基づく農業協同組合及び消費生活協同組合法に基づく消費生活協同組合

（６） 会社法第２条第１号に規定する会社

（７） 中小企業等協同組合法第３条第４号に規定する企業組合
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１９福保高施第９９８号

平成２０年３月２６日

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業実施要綱（高齢）（平成２０年３月２６日１９福保

高施第９９８号）第８条第２項に規定する利用事業者の審査基準は下記のとおりとする。

（１） 組織運営に関する事項

１－１ それぞれの法人類型に応じた法律の規定、指導基準等に基づき、適切な構成の運営組織

による事業運営が行われると認められること。

１－２ 当該事業の事業内容について、理解と熱意を十分に有していること。

１－３ 指導検査等において、過去に問題点がないか、あるいは過去に指摘された問題点が十分

に改善されていること。

（２） 財政運営に関する事項

２－１ 施設整備資金のほかに事業開始当初の運営資金が確実に確保されていること。

２－２ 法人としての財政状況及び収支状況が健全であること。

（３）事業運営に関すること

３－１ 当該事業を実施するにあたって必要な事業者指定等を受ける見込みがあること。

３－２ 当該事業の経験のある社会福祉法人、医療法人等との連携を図ることができ、必要に応

じてその支援を得られること。

３－３ 法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たしていること。

（４） 事業計画に関すること

４－１ 当該土地に当該施設の建設が可能であり、建築確認の見通しが確実であること。

４－２ 計画にあたって当該区市町村の理解が得られていること。

４－３ 当該建物は、当該施設に改修が可能であること。（建物を改修して利用の場合）

４－４ 当該事業を継続的・安定的に運営するために必要な資金計画・収支計画が策定されてお

り、事業開始から１０年以上継続して事業を行う見込みがあること。

（５） その他

５－１ 事業計画や過去の実績等を総合的に勘案し、安定的な事業運営が図られ、質の高いサ－

ビスが継続的に提供されると判断されること。

以上に定めるものの他、福祉保健局長は、個別事案に応じて、必要な審査基準を別途定めること

ができるものとする。


